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平成27年度 第10回 総合教育会議 

 

１ 日 時：平成28年１月30日（土）15:00～16:15 

２ 場 所：ＪＡ三重ビル ５階 大会議室 

３ 出席者：三重県知事、三重県教育委員会（５名） 

三重県教育委員会特別顧問 

事務局＜戦略企画部＞ 

部長、副部長、ひとづくり政策総括監、戦略企画総務課長 

＜環境生活部＞ 

私学課長 

＜教育委員会事務局＞ 

副教育長、次長（教職員担当）兼総括市町教育支援･人事監、 

次長（学校教育担当）、次長（育成支援･社会教育担当）、 

次長（研修担当）、教育総務課長、教育政策課長、 

小中学校教育課長、生徒指導課長、子ども安全対策監 

ほか 

４ 質 疑 

◆戦略企画部長 

ただいまから、第10回目の総合教育会議を始めさせていただきます。 

開催にあたり、鈴木知事からご挨拶を申し上げます。 

●鈴木知事 

本日は、第10回の総合教育会議にお集まりいただきましてありがとうございま

す。また土曜日で大変申し訳ありませんが、今日も議論をさせていただければと

思います。 

まずは、今日の議題にも関連しますが、今年度、三重県内において、中高生の

命が絶たれる大変悲しい事案がたくさんありました。改めて哀悼の意を表します

とともに、ご遺族の皆さんに心からお見舞いを申し上げたいと思います。これら

の事案は、いじめが起因ではありませんが、そういう悲しい思いが二度と起きな

いように、そういう思いが広がらないようにしていくためにも、今日は、いじめ

や暴力のない学校づくりということで議論をしていただきたいと思います。 

いじめについては、どの子どもにも、どの学校にも起き得ることであります。

それを学校・家庭・地域などが協力をして、様々な面から兆しを捉え、いかに早

期発見をし、早期対処をしていくかということが極めて重要であると思います。

そういう意味では地域の総合力が問われる事案の一つではないかと個人的には思

っています。そういう悲しい思いをする人たちが増えないように、そういうこと

で自己肯定感を失っていく子どもたちが増えないように、一人でも多くの子ども

たちが元気に育ってもらえるように、大事な議論であると思いますので、今日も

時間が限られていますが、ぜひ有意義なご議論をしていただければと思いますの

で、よろしくお願いします。 
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◆戦略企画部長 

それでは、議事に入らせていただきます。 

本日の議題は「いじめや暴力のない学校づくり」です。事項書に沿って進めて

まいります。事務局から説明をさせていただいた後、意見交換ということでよろ

しくお願いします。 

それでは、資料の説明をお願いします。 

◆教育委員会事務局次長（学校教育担当） 

資料１を中心に、参考資料を適宜参照しつつ説明させていただきます。 

資料１の１枚目をご覧ください。まず、いじめの定義を押さえておきたいと思

います。 

平成25年に「いじめ防止対策推進法」が制定されましたので、「いじめ」が法

令上で定義されています。ポイントは最後の部分の「苦痛を感じているもの」と

いうところで、いじめられた立場に立って判断するというのが最大のポイントで

す。そして、この文言だけを見ていてもわかりにくいのですが、国の調査では10

年ほど前から次の３つのフレーズが削除されています。１点目は「一方的に」と

いう文言、２点目は「継続的に」という文言、３点目は「深刻な」という文言で

す。これは反対解釈をしっかり捉えていくというメッセージで、「一方的に」の

反対の意味として、いじめ事案は、被害者、加害者が入れ替わりやすいという側

面が指摘されていますので、例えば、そういうケースであれば、積極的に２件と

カウントしていくということです。 

また、平成26年度のいじめの認知件数につきましては、認知件数の都道府県差

が80倍近くありました。また、岩手県矢巾町の事案（平成27年７月、岩手県矢巾

町の中学２年の男子生徒がいじめを苦に自殺した事件）がこのスキームで捕捉さ

れていなかったことなどから、再調査という異例のプロセスが採られました。再

調査で特に強調されたのが、今申し上げた２点目と３点目の「継続的に」と「深

刻な」の反対のとらえ方で、短期的に解消された事案とか、初期の事案なども、

しっかり捕捉していくということです。現場からすれば、そこまで計上するのか

という側面もありますが、全国的にも三重県においても再調査で１、２割ほど件

数が増加しました。 

本県の状況は表１のとおりで、表２では全国との状況等を比較しています。総

じて全国よりかなり少ない状況で、かつ減少傾向にあります。平成27年度の県内

の状況は、比較的軽微なものを中心に増加傾向にありますが、減少傾向にあるこ

とが必ずしもいいとは言い切れない、むしろ積極認知が大切である旨、国も改め

て強調していますので、そういう状況を踏まえた対応をしていく必要があると考

えています。 

グラフ１をご覧ください。学年別の状況で、ピークが中１にあるのは全国の傾

向と同じですが、本県の小学校低学年段階で全国に比べて山が低くなっていると

いう状況は、もしかすると、もう少し積極的に認知していくべき余地があるのか

もしれないと考えられます。こういったことなども踏まえて、丁寧な捕捉につい
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て働きかけているところです。 

（２）いじめの態様につきましては、全国と同様の傾向で、冷やかしやからか

い、悪口や脅し文句、嫌なことをされるといった類型が最も多くなっています。 

そして、（３）いじめの解消率は認知とセットで考えるべき重要なところです。

経年でご覧いただくとおり、以前は全国より解消率が低かったのですが、24年度

以降は全国より高い状況となっています。この点については、認知件数にかかわ

らず解消率が高いことは当然重要ですし、解消率が高くても認知が十分でなけれ

ば、課題としてはむしろ大きいとも言えますし、解消率が高いのであれば、認知

件数が多いのは、むしろ積極的に取り組んでいる証拠だと、国から改めて注意喚

起されていますので、そういったこともしっかり踏まえながら対応していきたい

と考えています。 

続いて、３ページの暴力行為の現状についてです。暴力行為に関する法令の定

義は特になく、国の調査において、「暴力行為とは」ということが記載されてお

り、「故意に有形力を加える」という部分がポイントとなっています。発生件数

の傾向につきましては、基本的に全国と同様の傾向があり、校種別では小学校で

増加、一方で中学校、高等学校で減少という傾向があります。 

また、小学校低学年においては、全国的にも、また三重県においても特に増加

傾向にあります。その要因分析としては、推測の域を出ない部分もありますが、

主に３点指摘されており、県でもその傾向があるのではないかと考えています。

１点目は、子どもの貧困なども背景に、些細なことで感情のコントロールができ

ず切れやすくなっている子が増えているのではないかということ。２点目は、統

計上も明らかですが、特定の子が複数回、暴力行為に及んでいるケースが増えて

いること。３点目は、いじめ防止法の施行ともおそらく関係していると思われま

すが、比較的軽微な事案を中心に積極的な認知が進んでいるということです。そ

れを裏打ちする一つの材料として、国の調査官の分析では、暴力件数は増えてい

るが被害者が治療を受けた件数の割合はむしろ減っているということが指摘され

ています。 

４ページをご覧ください。学年別の傾向としてはご覧のとおりで、基本的には

全国と同様で中学２年が多い状況です。 

（２）形態別状況について、調査上４つの形態に分かれていますが、全国同様、

生徒間の暴力が最も多くなっています。県内の事例をいくつか記載しており、理

由もないのにたたくなどといった例が並んでいます。 

５ページからは、全国学力・学習状況調査の質問紙には、様々な有益な観点が

入っていますので、本日のテーマとも関係するような主な質問項目をご紹介申し

上げます。 

まず、児童生徒質問紙との関連で、学力の話題のときにも若干言及させていた

だきましたが、国で規範意識としてあげている３つの質問「人の気持ちがわかる

人間になりたい」「人の役に立つ人間になりたい」「いじめはどんな理由があって

もいけないと思う」については、多くの教科が関係ありますが、一番関係が深い

のは、本県で特に課題として意識されている小学校の国語Ｂです。グラフ３でい
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えば、勾配が急であるほど、その傾向が強いということを意味します。 

それ以下については、学力のときにもお示しした整理の仕方ですが、三重県の

数値自体が伸びていれば成長しているということで「プラス」、その結果、全国

との差が縮まっているか、もともと高ければ全国との差が広がっているものは、

改善しているということで「Ａ」としています。さらに、変動幅が５ポイント以

上であれば「○」を付けて整理しています。前年との短期の比較と、県民運動開

始以前との中長期との比較が両方できるようにしています。全体的に見てみると、

10項目ほどですが、伸びという点に関しては、小中とも伸びてはいるものの、全

国のほうがもっと伸びているものもあります。ただ、小中とも伸びについては改

善傾向にあります。かつ、絶対値の水準として見てみると、全国水準と比べて小

学校よりも中学校のほうが比較的良好な傾向にあります。 

いくつか具体的に説明したいと思います。６ページの③「自分には、よいとこ

ろがある」という項目の平成27年をご覧いただくと、小学校はマイナス1.3ポイ

ント、それに対して中学校はプラス1.3ポイントとなっています。④「将来の夢

や目標を持っている」の平成27年を見てみると、小学校がマイナス1.2ポイント、

⑤「学校に行くのは楽しいと思う」の平成27年では、中学校が全国に比べてプラ

ス1.8ポイントとなっています。次ページ⑧「学校の規則を守っている」の平成

27年は、中学校が全国に比べ0.8ポイント、さらに、８ページ以降の⑨「家の人

と学校での出来事について話す」の平成27年は、小学校がマイナス0.9という結

果で、全国と比較してポイント差が大きい項目となっています。 

一方、学校質問紙の①「児童（生徒）一人ひとりの良い点や可能性を見つけ、

児童（生徒）に伝えるなど積極的に評価しましたか」については、全国に比べ、

小中学校とも、特に中学校の数字が高くなっています。また、②「児童（生徒）

は、学級やグループでの話し合いなどの活動で、相手の考えを最後まで聞くこと

ができていると思いますか」という項目は、残念ながら小中学校ともに全国より

低く、特に小学校が低いのが特徴的です。なお、秋田県、福井県などでは、これ

らの質問項目の結果についても、ほぼ最上位に位置しています。 

これらを踏まえた主な取組は９ページの（１）です。まず、法令等に基づいた

組織的対応の充実ということで、参考資料は２と３になります。参考資料３を一

度ご覧ください。法令あるいは基本方針のスキームを模式化してあるものです。

岩手県矢巾町の事案が特に象徴的と思われますので、それに即した形で申し上げ

ると、矢巾町の事案においても、ここで求められているような基本方針や組織は

存在していましたが、それが結局守られなかったということです。報道ベースの

情報ですが、当該担任の方は、いじめていた子を指導するとか、いろいろな努力

はされていたとのことですが、法律上要請されているのは組織的な対応です。そ

の一番端的なところが学校への通報、管理職に知らせるということで、校長先生

が事実を認識していなかったということが最大の問題点であったと言われていま

す。真ん中辺りに、担任等が抱え込まないと書いてあります。また、これは法令

上の文言ですが、複数の教職員で対応するというところも組織的対応のポイント

になりますので、こういった点は更に周知徹底させていきたいと考えています。 
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また、事柄の性格上、子ども目線という観点も非常に大事だと考えており、本

県においても全国的な状況を踏まえつつ、過去二度、緊急アピールを出していま

す。それが参考資料１ですが、趣旨としては、どこでもいじめは起こり得ること

である一方で、絶対に許されない。大人がしっかり総力を挙げて守り抜くので、

勇気を持ってできることを行動しよう。それが助けを求めることであるとか、自

分ではいじめと思ってなくても相手からすればいじめと思われているかもしれな

いということとか、見て見ぬ振りをしないなどといった内容です。 

そういった子ども目線の趣旨を更に一歩進めるという意味もあって、本県にお

けるいじめ防止条例の策定については、先進県の状況を踏まえながら、現在、検

討を進めています。内容もさることながら、大人が真剣に向き合っているという

メッセージが子どもに伝わるような策定過程を工夫していきたいと考えています。 

続いて、資料１の10ページ（２）いじめの早期発見については、全国的に見て

もアンケートが一番現実的な手段となっており、本県では、年一回ではなく、学

期に一回以上行うこととしています。また、名古屋の事案（平成27年11月、名古

屋市西区の中学１年の男子生徒がいじめに遭ったとの遺書を残して自殺した事件）

においても、当初いじめの存在が把握できなかったのは、アンケートが記名調査

であったことが一因であり、二度目に無記名でやり直した結果、把握できたと言

われています。国においても原則無記名ということが推奨されており、県内でも

そのように周知しています。なお、本県では外国語版のアンケート調査用紙の参

考例も示しています。 

続いて（３）のスクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーの活用に

ついては、積極的に取り組んでいるところで、チームとしての対応を進めており、

参考資料４に県内での状況を簡単にまとめています。学校の中もそうですが、県

からのサポートについても、専門家がチームとして対応することを重視しながら

取り組んでいます。特にスクールカウンセラーについては、全中学校区に配置す

ることで、小中学校間の情報共有、それに基づく連携した対応を進めており、ま

た、市町からの要望も踏まえ、中学校区単位で配置時間を柔軟に活用できるよう、

県でも改善を図ってきています。 

なお、年末に国の中教審（中央教育審議会）で、いわゆる「チーム学校」に係

る答申が出されましたので、簡単にご紹介申し上げます。参考資料５にイメージ

図があります。従来、ともすると学級単位、学年単位で閉鎖的になりがちな現場

に、専門スタッフが責任を伴う形で参画することで、組織的なマネジメントが行

われ、教員は、より本来業務に注力できるようになることが期待されるという趣

旨です。その中に養護教諭、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカ

ーなどもしっかり位置づけられています。改善方策というところに記載があり、

国としても学校において必要とされる標準的な職として法令上明確化するととも

に、将来的には正規職員として規定し、さらに、義務標準法において教職員の定

数として算定し、国庫負担の対象とすることも検討していくということが謳われ

ています。あるいは養護教諭にしても、現場で子どもたちのサインにいち早く気

づくことができる立場にあるということで、スクールカウンセラーやスクールソ
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ーシャルワーカーとの協働が一層求められています。 

なお、本県での状況としても、スクールソーシャルワーカーが関わった事案の

うち、過半数は養護教諭の方に連携いただいています。 

さらに直近では、文科省のいわゆる「馳プラン」の中で、平成28年度中を目途

にスクールカウンセラーとスクールソーシャルワーカーの職務等を省令上明確化

することが明示されました。こういった動きも注視していきたいと思います。 

資料１の10ページに戻り、（４）として、学校教育部活動全体をとおして心の

教育、命の教育などに取り組んでいきます。その際、特に道徳は要（かなめ）と

いうことで、学習指導要領が改定され、小学校では平成30年度、中学校では31年

度から検定教科書を導入し、「特別の教科道徳」ということで実施されることと

なっています。その趣旨、ポイントとしては、参考資料６の１ページの下のほう

に、今回の道徳教育の改善に関する議論の発端となったのは、いじめ問題への対

応であるということが記載されています。２ページ以降に関係の部分を抜粋して

います。自らはもとより、自分と同じように他者の考えや命についても尊重して

いくこと、更に一歩踏み込んで、いじめを傍観するのではなく、勇気を持って行

動することの大切さ、そういった態度を養うことについて明記されています。 

さらに、三重県では、近々最新版が出る予定ですが、子ども条例を踏まえた

「子ども白書」の中のアンケート調査で、多くの大人が関わることが子どもの自

己肯定感向上にとても影響が大きいこととか、子どもが自分で自分のことを好き

とか大切にされているとか思っている割合と、大人がきっと子どもはこう思って

いるだろうなという割合との間には、かなりギャップがあることなど、示唆に富

んだ結果となっています。そうしたデータなども踏まえながら、関係部局とも連

携して、総力を挙げて取り組んでいきたいと考えています。 

最後に、資料２をご覧ください。こういった状況を踏まえながら、２つ論点を

書かせていただいています。いじめや暴力のない学校づくりに向けて、家庭や地

域、関係機関との連携を含め、組織的な対応にどのように取り組むべきか。また、

人を思いやる心や違いを認め合い、自分や他者を尊重する態度などを育むために

どのような視点で取り組むべきか。このような論点についてご意見を賜れれば幸

いです。 

◆戦略企画部長 

それでは、意見交換に入らせていただきます。いかがでしょうか。 

○前田教育委員長 

いきなり結論的なことを申し上げますが、私はいじめ、暴力は根絶できない、

なくならないと思っています。随分悲観的なことを申し上げて恐縮ですが、決し

て人を信じないというタイプではないと自分では思っています。人は生まれなが

らに他者を思いやる心とかモラルを持って生まれてくるかというと、生まれてこ

ないと思います。まっさらの状態で生まれてくるのではなかろうかと思います。

一番近いのは母親だと思いますが、多くのことは親あるいは家庭の中での愛情、

徐々に成長するに従って社会との関わり、友達、それが幼稚園であったり、保育
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所であったり、学校であったりする中で学んでいくものだろうと思う。そこが、

俗に言う、三つ子の魂百までという、最も大切なことではなかろうかと思います。 

私ごとで恐縮ですが、孫の話です。10ヶ月の孫がいます。全く善悪がわかりま

せん。熱いも冷たいも痛いもかゆいも全くわからないのです。それが、３歳くら

いになってくると少しずついろいろなことを覚えてくる。それでもまだわかって

いないことも多い。平気で虫を殺したり、きれいに咲いている花を採ったりしま

す。人間というのは凶暴性と言いますか、そういうものを持っている生き物だと

思っています。他者への痛みとか、何をしてはいけないとかがわかっているのか

というと、私にはそう思えない。 

では、それは誰が教えていくのか。親が教え、家庭が教え、あるいは社会が教

え、学校が教えていかないといけないだろうと思います。 

今度は徐々に自我が出てきます。よく言われる言葉で自己肯定感。自己肯定感

は大事だと思いますが、そこへ行くまでにもっと覚えなければいけないことがあ

ると思います。輪の中の一人である自己肯定感、社会の中の一人である自己肯定

感ということを覚えずストレートに自己肯定感に行ってしまうことは、凶暴性や

他を排除する気持ちが芽生えてくる可能性があるのではなかろうかと思っていま

す。 

その意味で、家庭も学校も教育がすべてそこへ行き着くのではなかろうかと思

います。毎日のようにＩＳ（Islamic State）のニュースが流れ、あれが人間の本

能なのかと思ってしまう。なぜ、同じ民族であってもこのようなことが起こって

いるのか、ひょっとしたら性善説を覆さないといけないのかなと思うくらいのこ

とが起きている。こういう状況を目の当たりにすると、教育のなせるところがも

のすごく大きいのではなかろうかと思っています。 

「いじめ・暴力はなくならない」からどうするか、という前提でものを考えた

ほうが対処しやすいと思います。いろいろな施策をしていても、事件と呼ばれる

ようなことが今も散々起きる。その事例に学んで、こうやったらどうだろう、あ

あやったらどうだろうと学んできたし、その方策もやってきた。アンケートも大

切です。否定はしませんが、これをやったからそれでいいという思い込みの境地

になってはいけないと思います。いじめや暴力はあり得る、起きている、我々が

知らないだけだというスタンスを冷徹に持つ必要があるのではなかろうか。表面

に出てないから沈静化している、改善していっただろうという思い込みは、大き

な事件が内包されてしまう可能性があるのではないか。 

次に何が大切かというと、保護者の方にも求めなければいけないと思いますが、

学校の先生方にお願いしたいと思うのが、察知能力です。察知能力をもっともっ

と、エンドレスというぐらいに磨いていかないといけないだろうと思っています。

教室の中はみんな仲良く平和な状態である、ややもすると、そういうふうに見た

がるところがあると思います。それをあえて厳しい目で、この平和は本当なのか

というような懐疑的な目、察知能力をもっともっと磨く必要があるだろう。それ

がまずは予防につながっていく。小さいうちにピックアップできるようにするこ

とが一番大切なのではなかろうかと思います。 
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もう１点、人間は３回言われるとマンネリになってしまうと思っています。例

えば、三重県では11月に虐待防止キャンペーンをしていて、言葉は悪いですが、

数年前からいじめ防止も相乗りみたいな形で取り組んでいる。年に１度、１ヶ月

を通してのキャンペーンは必要だと思いますが、マンネリを防止するためには、

穏やかなとき、問題が内包されている状態のときに、もっとインパクトがあるキ

ャンペーンをやったらどうなのかと思います。それぞれの学校でやっているかも

わかりませんが、年に１回ではなく、大人も学校もすべてが本当に真剣になって

いるということを、もっと子どもたちに伝えるためのインパクトのあるものをや

ったらどうかと思っています。 

○森脇教育委員 

全体のトーンとしては、ほぼ前田委員長と同じです。いじめは悪いということ

について異を唱える人はいないと思います。なのに、いじめがなくなることがな

いのはなぜだろうかという問いを立てるべきと思います。いじめを根絶しようと

かなくそうという方向性はいいのですが、そういう絶対的な目標は空虚に聞こえ

るのかもしれないと思ったりします。より現実的に考えていく必要があると思い

ます。 

前提として、いじめの件数や暴力の件数は、先ほど事務局より報告がありまし

たし、その数字をどう見るべきかという丁寧な解説があったので、私から言うこ

ともないですが、この認知件数は、例えば児童の虐待相談件数と同じで、あまり

数字としてはあてにならないところがあります。児童の虐待の相談件数も右肩上

がりで増えていますが、これも結局のところ認知されている相談件数なので、い

じめの認知件数と似ていて、表沙汰になる、あるいはピックアップできる態勢が

整うにつれ、増えてくるという数字です。エビデンスベースト（科学的根拠に基

づいて）で教育問題を考えなくてはいけないのですが、この数だけはあまり増え

た減ったということを一喜一憂すべき数字ではないと思います。 

ただ、統計的なものが全然信用ならないかというとそうではありません。例え

ば、いじめはだめと考えている児童生徒が増加しているという経年的な傾向につ

いては、少なくとも頭でわかっている子が増加しているということです。そうい

う子どもたちが増加しているということは、教育の一定の成果だと思いますし、

このことを土台にした教育が可能になる数字だろうと思います。 

もとに戻りますが、いじめを根絶ができないというのは、先ほどの前田委員長

と同じことを言いますが、社会的集団性を持つ人間が、人という動物である以上、

生物学的にそこから自由になることができないという意味で、いじめがその芽を

断たれることはないと見ておいたほうがいい。誰にでもどこにでもどの場でも起

こり得る現象だと考えなくてはならない。そこは悲観的かもしれないですが、そ

ういうふうに押さえておく必要があるのではないかと思います。これは差別とか

偏見の問題と同じだと思っています。 

だとすると、そのいじめというものを、少なくともいじめの定義にあるように、

被害者が非常に心理的、肉体的な苦痛を感じるところまでレベルを上げさせない
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という戦略が取られるべきではないかと思います。つまり、激化させないための

手立てが必要ということです。 

今までの経験の中で最も実効性があり可能な手立てとして、経験の中で、ある

いは理論的な蓄積の中で押さえられてきたことですが、先ほどの道徳の指導要領

にもありましたが、傍観者をどうなくすかというのが、コストパフォーマンスか

らいっても一つの有効な手立てになる。これはいろいろなところで主張され検証

されていると思います。 

その最も重要な役割を担うのは学校では教員ですが、しかし、教員自体が傍観

者になってしまうということも起きています。例えば、沖縄の小学校で自殺事件

（平成27年10月、沖縄県豊見城（とみぐすく）市の小学４年の男子児童が自殺し

た事件で、男児は自殺を図る直前、学校が行った定期アンケートにいじめを訴え

る内容を記入していたが、担任の教諭は読んでいなかった）がありましたが、こ

の場合も教員に相談をしてきて最初は相談に乗っていたらしいのですが、それが

上司に伝わらない、スルーされるということが起きてしまう。つまり、傍観者に

なるなと教える前に教員自身が傍観者になってしまっているという状態もあると

思います。傍観者をどうなくしていくかというのは、一つの大きな課題ではない

かという気がします。 

それから、被害者が深刻な事態にならないために心理的にもケアをしていくと

いうか、いじめに負けない、しんどい状況から回復する弾力性、最近ではレジリ

エンスといいますが、それをどう育てるかが課題です。 

レジリエンスは自己肯定感とか、どんな人になりたいかとか、あるいは、人の

気持ちを聞いたりとか、自分の思いを言葉で伝えたりといったいろいろな能力、

これは全国学調の児童生徒質問紙の中にもありますが、そういうことと関連して

います。残念ながら今は、最後は自分で自分を守らないといけないというところ

があると思いますので、何とか踏みとどまれるような力を子どもたちにつけてい

くということも、教育的な課題ではないかと思います。もちろん学校をどうして

いくか、学級をどうしていくかというようなことも大きな問題ですが、最終的に

は、一人でも頑張れる力をどうつけていくかということも真剣に考えなくてはい

けない。 

その場合、教員自身がレジリエンスを持っているということも大切で、教育で

伝わるというよりは浸透していくという感じで、教員の姿を見て子どもたちは学

んでいくことが大きい。子どもたちは、教えて学ぶというよりは、姿を見て学ん

でいくことが多いので、教員の果たすべき役割はまだまだ大きいと思います。も

ちろん、家庭の問題、地域の問題、いろいろな問題があって、学校全体をいろい

ろな関係者でつくっていくということの中で、役割分担をしていかないと教員も

大変です。しかし、家庭と教員、学校での教員というところに戦略の起点はある

と思いますので、そのあたりを特に啓発したり、力をつけたりしていくことがと

ても大事ではないかと思っています。 

○柏木教育委員 
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私も、お２人の意見と一緒で、いじめはどんなところでも起きると思っていま

す。小学校、中学校、高校、大学、社会に出てからも、会社の中や地域や、それ

こそ保護者間でもいじめは起きますし、さらには家庭の中にもいじめはあると思

います。 

パワハラとかセクハラとかのハラスメントすべてがいじめの一種だと思います。

そういう中で、大人になっても他者をいじめない子どもたちを育てるにはどうし

たらいいのか。前田委員長や森脇委員のご意見に私も同意します。 

その中で、もし私が校長だったら、どういう学校に、子どもたちに、どういう

ふうにしていくのかを具体的に考えてきました。いざとなったらどうするかとい

う防災訓練があります。子どもたちはどういう経路でどういうふうに行動して逃

げるかという訓練と一緒で、いじめに対してもいじめ撲滅訓練という形で想定を

して、こういういじめが起きたら被害者の子はどうしたらいいだろう。加害者の

子は微妙です。一番多いいじめは冷やかしや、からかいとか、悪口や脅し文句、

言っている本人はいじめだと思っていないこともたくさんあると思います。「お

まえの母ちゃんでべそ」なんて昔はよく言いましたね。それも受けるほうがいじ

めと取ればいじめです。そういうときにも、第三者の傍観者がどう対応するのか、

どういうふうに教員に相談したらいいか、養護教諭に相談したらいいか、どうい

うふうに親に言ったらいいかということを訓練させて、いろいろな場面を設定し

て、物語のように子どもたちにシミュレーションをさせる。そういうことが起き

たときに、もし被害者だったらこういうことがあるよ、電話でもいいよというこ

とも言いながら考えさせていく。大変だとは思いますが、「朝読の代わりに今日

はいじめ撲滅訓練をしましょう」と軽く考えながら、子どもたちに具体的にどう

対応したらいいかということを考えさせる。傍観者の子どもたちが、どうしよう

かと思っているうちに、段々、事態が悪化していく。だったら、最初に見たとき

にこうしたらいいということを訓練をとおして子どもたちに勉強してもらったら

どうかと思います。 

それと並行して、教員の方々も、例えば、３年２組でこういういじめが起きた

という事例を出して、それを学校の中でどう動くかということを訓練したらどう

でしょうか。私のクラスでいじめが起きたけれどどうしようと内にこもらずにも

う少しハードルを下げて相談ができる訓練をして、起きてしまったら次はこうす

るということを教員に勉強してもらうのです。今、三重県は若い教員がどんどん

増えているので、今までの先輩方の知恵を拝借したり、校長のリーダーシップの

もとに勉強したりする。今日の資料にもありますが、学校としてチームの作り方

とか、運営とか、紙に書いてあるとすばらしいと思いますが、それを実践するの

はとても難しいので、防災訓練並みにいじめ撲滅訓練も学校内で取り組んだらど

うかと考えました。一人の校長でいいので、一回やってみて、その効果が上がる

のかどうか見ていただけると、とてもありがたく思います。 

○岩崎教育委員 

大津の事件（平成23年10月、滋賀県大津市の中学２年の男子生徒がいじめを苦
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に自殺した事件）を契機として、たび重なる子どもたちの命の犠牲の上に、子ど

もたちのサインをできるだけ丹念に拾おうと様々な仕組みが考えられてきた。そ

して、サインを認知したら、それを学校内でどう解決していくかという仕組みは、

考えられるところまで考えられているだろうと思います。ですから、その意味で

は、学校内で対応できることは、例えばスクールカウンセラーであるとかそうい

う人の配置も含めて養護教諭の役割を充実させていくということ、複数で対応す

るということも、考えられる範囲での仕組みは大体できあがってきていると思い

ます。 

いじめの中でもどんな軽微なものでも考えていかなくてはいけないということ

からいうと、学校で対応できないいじめ、最近のＳＮＳを使ったいじめまで学校

が対応していけるのだろうかという疑問を持たざるを得ません。「ＬＩＮＥ外し」

は、当事者以外はわからないような世界になっています。 

だとすると、そこは家庭とか地域社会でいじめの芽を摘んでなくすという仕組

みが必要になると思うのですが、果たして家庭がそこまで責任を負えるのだろう

か。確かに子どもときっちりと話し合う時間を持つこと、その中で例えばＬＩＮＥ

について話をするとかが中心になると思いますが、それは非常に重要だろうと思

います。 

しかし、それ以外に地域でどのようなことができるのかというのは、いじめに

関しては非常に難しい部分があると思います。 

若干ケースは異なりますが、私が東京におりましたとき、下町の月島に暮らし

ておりまして、魚河岸に勤める威勢のいいお兄ちゃんがたくさんいました。地域

で中学生の暴力行為が起こったときに、威勢のいい魚河岸のお兄ちゃんが「てめ

え、何やってんだ」とやってしまうわけです。そして、やったりやり返されたり

しているうちに、警察から指導が来まして、そういう行為を見つけたときに地域

の方々は不用意に介入するな、直ちに警察に言ってくれといわれました。確かに

中学生にもなると体もでかいし、威勢のいい魚河岸のあんちゃんでも圧倒される

ようなことがある。 

これは暴力行為の部分ですが、だからといってすべてを警察に預けるようなこ

となのかどうか。地域でもそれくらい難しい状況が生じていることは確かだと思

います。 

ただ、そういうときに威勢のいいお兄ちゃんだとか、そういう人たちがそれは

悪いことだよということを教える姿勢はすごく重要だと思っています。何も言わ

なかったら、結局それで同調する、負けたことになりますから、いじめはいけな

いということをきっちりと地域でも言えるような仕組みがほしいと思っています。 

先日、伊勢の小俣の町づくり協議会の事例報告を聞きましたが、地域の町づく

り協議会の方があいさつ運動を始めています。小学校、中学校の正門できっちり

と挨拶をする。最初は子どもたちは何をやっているんだろうと通り過ぎていくの

ですが、徐々にその子どもたちが挨拶を返してくれるようになる。非常に地道な

活動ですが、そういったところで子どもたちが地域で見守られている、そして、

そこでこれからも暮らすんだという自己肯定感みたいなものを持てるような動き
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が伊勢では結構流行っていて、いろいろな町づくり協議会が取り組もうとしてい

ます。このような、地域が学校を支える動きも、いじめを早く認知していくため

には重要なことかと思っています。 

なおかつ、学校現場では同調圧力を跳ね返すことからいっても、全国学力・学

習状況調査の質問紙調査の、相手の考えを最後まで聞くことができていると思う

かという質問に対しての答えを非常に重視していくべきだと思います。そして、

自分の主張をきっちりと人に伝えられるということを小さいうちから訓練してい

くことが、学校現場で重要になるのではないか。いじめや暴力のない学校づくり

を地域の観点から考えたときは、そういうことが言えるのではなかろうかと思っ

ています。 

◇教育委員会特別顧問 

もう私がお話するようなことはなく、すべて出たのではないかと思います。い

じめ問題につきましては、体罰と一緒に、平成24年１月にスタートした教育再生

実行会議の第１回のテーマとして取り組んだものです。報告書も出ていますので

ご承知だと思います。お話のように大津の事件が引き金ですが、過去にも10年か

15年の間を置きながら、大きないじめ自殺事件が起きています。生き地獄だとい

う内容の遺書を残して亡くなった生徒もいました。結局、大きな事件が起きたと

きは大騒ぎしてみんなで国を挙げて対処するような感じもありますが、その後、

忘れてしまうわけではないですが、少し軽く扱うようになってしまう。そういう

ことで大津の事件でまた大騒ぎしましたが、同じような轍を踏まないことが、今

後必要だろうと思います。そういう意味では、徹底的な解決策が必要です。 

しかし、徹底的といっても先ほどからお話に出ていますが、本来、いじめとい

うのはなくならないのではないか。いや、でもなくさなければいけないのではな

いかという。これは人間観ですから、性善説か性悪説か、どちらであったとして

も、教育の力でそれを矯正するというのでしょうか、心を育成していくというの

でしょうか。どちらにしてもそれを防止するということで、宿命論にしないとい

う形でまとめてきたと思います。 

教育論としてどう対処すべきか、ということで議論が終始しましたが、簡単に

言うと、人が嫌がることを言ったりやったりしないということで、それははっき

りしているのですが、ただ、教育ですから、もう一歩踏み込んで、人が嫌がるこ

とを言ったりやったりするだけではなく、もっと人が喜ぶこと、人が幸せになる

こと、人の心が豊かになること、そういうことを積極的にやれるような子どもを

育てましょうということです。 

そのためには、先ほどお話が出ていたような挨拶運動もあるかもしれないし、

よいところを見つけようみたいな活動もあるかもしれませんが、そういう積極的

な姿勢が必要だということで、学校の現場の中では道徳を特別な教科として考え

てもいいのではないかということになりました。私が主に主張をしましたが、会

議の有識者委員である武田美保氏も賛同していただきました。教育の重要性は人

格形成ですので、自立と同時にセルフ・コントロール、自分で律するということ



13 

との両面で人格形成を考えていく中で、いろいろな取組が必要だということです。

メディアではどうしても道徳が教科化されるということで、道徳を教科化したら

いじめはなくなると思っているのかという矮小化された話になっていますが、報

告書を読んでいただくとわかりますが、あらゆる社会の皆さんがこの問題に主体

的に取り組むべきだということで、いじめ防止推進法などもできました。この啓

蒙をするために、いじめ防止基本方針をつくってありますし、県だけではなく市

もつくる、学校もつくるとなっています。 

これはどういうことかというと、先ほどから出ていますように、個人や担任が

という問題ではなくて、組織として対処するという意味です。それがまだ十分浸

透していない面があって、いまだに事件が発生しているということがありますの

で、政権としてはフォローアップをもっとしっかりやって、足りない部分につい

てはもっと補強していく必要があるのではないかということで、今は議論が推移

しています。 

いじめについて認知件数が多い少ないとか、いじめがあるとかないとか言いま

すが、いじめかどうかというのは、教員よりも子どもが一番よく知っています。

だから、事件が起きると必ずアンケートを取るわけです。ですから、そのアンケ

ートを定期的に取ればいいわけです。起きたときに取るのではなくて、定期的に

取ればいいわけで、そんなに難しいことではないのです。 

それと同時に、休み時間とかインフォーマルな場面で子どもにふれ合っている

教員には、そういう情報がいっぱい入ってくるわけです。認知件数が多いという

ことは、子どもからのチクるとかそういう嫌な言葉ではなくて、いろいろな訴え

が伝わってくるわけです。子どもと接する時間が少ない先生は、そういう面での

認知も厳しいかと思います。ですから、先生の本分は教科の指導だけでなくて、

子どもとふれ合うこと、心を通わせることも本分だということを、再度、認識す

ることが必要だと思います。勉強だけ教えていれば本分みたいな感じですが、そ

うではない、一緒に遊んだりすることも本分だと。また、先ほど表現力の話が出

ていましたが、言語活動を更に充実していく。言葉が出ないと、どうしてもすぐ

手が出るということになりますから、頭の思考の中で言葉を使って自分の感情を

伝えるとか、相手の心を受けとめるとかいうようなことが、なおこれからも必要

だろうと思います。今度の学習指導要領では、少し一段落した感じもありますが、

この言語活動の充実は引き続きずっとやっていかなくてはいけないのではないか

と思っており、中教審でも言っています。 

また、訓練のお話が出ていましたが、学校では学級会とか児童会活動とか施設

外活動とかホームルームとかでやっていることが、ある意味では訓練ということ

になります。年に１回のいじめサミット全国大会みたいなことを定期的に国もや

っていますが、そういうことを年に何回かやって、注意喚起といいますか意識を

覚醒させる。ある意味では永久意識革命論みたいなものです。そういうことを続

けていかない限りは難しい問題だろうと思います。 

この間、山手線に乗っていましたら、２、３人のサラリーマンがメールのこと

で、「○○ってやつはすぐ返事が来ない、あいつはおれをなめてるんじゃないの
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か」とか言っているんですよ。大人でもそうなんですね。すぐに返事が来ないの

は、相手は何かほかのことをしているかもしれないけれど、それが気に入らない。

そういう調子ですから、ＬＩＮＥなど、子どもたちはなおさら、ということがあり

ます。そういうことも含めて学校教育でまずは真剣に取り組むことについて、教

員がしっかりと受けとめてもらう必要があるのではないかと思います。 

しかし、基本的には知事がおっしゃったように社会も地域も含めて、この問題

について人ごとにしないということです。それはコミュニティ・スクールで地域

が有機的に結び合う中で、そういう問題についても話し合ったり、指導したりさ

れたりという豊かな関係がつくられていけばいいなと思います。 

○山口教育長 

私自身、娘がいじめを受けて公立小学校から公立中学校に上がりたくないとい

うことがありました。保護者として、いじめに気づかなかったというのが非常に

忸怩たる思いがあります。いじめはどこでも起こる、誰にでも起こるということ

と、メッセージ性の問題としていじめは根絶できないと言ってしまったら、いじ

められた子ども、それで子どもが命を亡くした保護者にとっては許されないこと

だと私は思っています。やはりいじめをなくしていきたいという大人の気持ちを

熱く持って、そして、どこにでも起こるという心構えを持っていかないと、平成

24年と26年の緊急アピールは何だったのかと思わざるをえません。特に被害に遭

われた方々の思いは痛烈なものがあると思っております。 

私も教員ですが、学校では、プライバシー保護と関係者の情報共有が一番難し

く、例えば、加害者にもプライバシーがあるので、事実がわかるまでは放ってお

こうということで、担任あるいは生徒指導担当と管理職だけが知っていて、教職

員全体が情報共有されるまでには、時間がかかります。それはなぜかというと、

学校現場の教職員と話をしていると、正確な情報を得ない限りは、加害者のプラ

イバシーもあるからだめだということで、そこが一番ネックかと思います。そこ

に迅速感がないので、その間にどんどん子どもは追い込まれていくことがありま

す。加害者のプライバシーを守りながらも、迅速な情報共有をしながら解決に導

いていくことは、教育委員会としてしっかりと対応しなければいけないと思って

います。 

それと、ネットへの対応というのは、様々なイベントを打ちながらやっていま

すが、定期的にやっていく必要があると思っています。定期的にやることが形骸

化することにもなりますが、毎日が未来への分岐点ですので、しっかりとやらな

ければいけないと、教育施策大綱の議論で思いました。私自身としては、やはり

子どもの側に立って対応していきたい。 

貝ノ瀬特別顧問が言われた「人が喜ぶ、幸せになる」、これはいいキーワード

だなと思いました。「するな、するな」ということではなく、「人が喜ぶようなこ

とをみんなでしよう」ということはいいことだと思いますので、私自身、このキ

ーワードを使わせていただきたいと思っています。 

◆戦略企画部長 
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最後に知事からコメントをお願いします。 

●鈴木知事 

ありがとうございました。今日は大変深い話を委員の皆さんしていただいたの

で、制限時間いっぱいのところまで来てしまいましたが、もしよろしければ最後

に私がお話させていただきたいと思います。 

まず１点目、私は知事という立場で様々な危機管理をやっていますが、危機管

理は情報が命です。今も伊勢志摩サミットに向けてテロ対策とかもやっており、

詳細は申し上げられないですが、今の時期でも三重県のほんの一部で何か起こっ

たら、即座に総理まで情報が伝わる体制が整えられています。情報が命なので、

どんな小さな情報でも総理まで伝わるようになっています。ということは、先ほ

ど前田委員長や貝ノ瀬特別顧問も言ったように、休み時間とかの情報をいかにキ

ャッチする網をたくさん持っているかということと、その情報に対する感度と、

その情報を組織的対応に持っていくルート、その３段階が重要であるということ

を、改めて今日のお話を聞いて思いました。 

今後のいじめ防止対策においては、そういうことをしっかり念頭に置いていき

たいと思います。 

それから、先ほど教育長も言いましたが、根絶できないということと許さない

ということの関係です。ちょっと語弊があるかもしれませんが、僕は、先ほど教

育長が言ったように遺族の思いにいたせば痛烈な思いなので、絶対に許せないと

思いますが、根絶したいけれど根絶できないというところに、いじめがあるとい

う前提で物事をするという、建前と本音みたいな部分の現場の苦しみもあるので

はないかと思う中で、予防対策において、いかに建前論を外して現実に即した予

防対策が取れるかということだと思って聞いていました。柏木委員から訓練の話

もありましたが、そういう予防の段階で、本音はいじめがあるという前提での意

識の共有や、発生したときの対策について、教員も家族も、子ども一人ひとりも、

これは森脇委員から最後は自分一人で頑張らなければならないとおっしゃってみ

えたように、それができるかということだと改めて思いました。具体的なツール

や手段は、これから教育委員会、学校現場でよく考えてもらったらいいいと思い

ますが、今日、私が主に感じたのは、先ほど申し上げた危機管理は情報が命であ

るということと、予防段階において、いかに建前論を外して本音ベースで、実態

ベースで子どもたちのことを思うからこその真実に迫った予防対策を打てるかと

いうことなのかなと改めて感じました。 

今日は委員の皆さんの深い議論をいただき、改めて感謝申し上げます。ありが

とうございました。 

◆戦略企画部長 

限られた時間でしたが、奥深い議論をしていただきありがとうございました。 

次回は第11回目になりますが、２月の下旬に予定しています。 

本日は、これで終わらせていただきます。 

以上 


